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１．地熱開発加速化プラン



環境省による地熱開発の加速化⽀援策について

令和３（2026）年4⽉27⽇ 発表

 地熱開発プロジェクトを加速化させるために、⾃然公園法や温泉法の運⽤⾒直し等の実施に加え、
環境省⾃らが率先して⾏動。

 改正地球温暖化対策推進法（R3）に基づく再エネの促進区域の指定。
 温泉事業者等の地域の不安や⾃然環境への⽀障を解消するための科学データの収集・調査を実施し、

円滑な地域調整による案件開発を加速化する。（データ収集・調査︓熱源探査を含めた⾃然環境
の詳細調査、地産地消型・地元裨益型の地熱のあり⽅検討、温泉モニタリング）

10年以上の地熱開発までのリードタイムを２年程度短縮し、最短８年まで短くするとともに、令和12
（2030）年までに全国の地熱発電施設数（⾃然公園区域外を含む）を現在の約60 施設から
倍増させることを⽬指す。

＜環境省における地熱開発加速化プラン＞
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• IoT活⽤の温泉モニタリング事業の本格実施

• 地域伴⾛⽀援の本格実施

• 温対法における促進区域の指定の促進

2030

• ⾃然公園法

• 温泉法

の運⽤⾒直し
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⾃然公園法の地熱通知等の改定（概要）（令和3（2021）年9⽉30⽇施⾏）

 国⽴・国定公園の地熱開発に関する基本的考え⽅の整理
○ 考え⽅の筆頭に、⾃然環境の保全等の配慮を前提として、優良事例を容認し、

地域と共⽣した地熱開発を積極的に進める旨を記載
(⾃然環境保全上重要な地域等は認めない旨の記載は「ただし書き」とする)
※特別保護地区、第１種特別地域(傾斜掘削除く)では厳に認めない旨は維持

○ 第２種・第３種特別地域についての「原則として認めない」の記載を削除
(どのようなものについて認め得るか(傾斜掘削、地域共⽣の優良事例、地産地消型等)
を列挙するような記載にする)

○ 通知の「解説」において、地域合意形成や⽴地選定等に係る事例を充実
○ 傾斜掘削に係る判断の際に既存の指針を参考

○ 調査段階での発電所詳細計画提出の不要化

○ 特別地域内での地下掘削が僅少の場合の許可⼿続き迅速化
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 これまでの規制緩和等により、⽇本の地熱発電ポテンシャルの7割は、既に開発可能
となっている（図1）。

 平成24年の規制緩和以降、令和６（2024）年3⽉末時点で、国⽴・国定公園内で少なくと
も100件が調査・開発・操業の状態にあり、地熱開発は進展している（図2）。

国⽴・国定公園内の地熱開発の状況

図２ 平成24年度以降における国⽴・国定公園内の
地熱開発状況推移

図１ 国内の地熱発電ポテンシャル
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「温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱発電関係）」（令和3（2021）年9⽉改訂）

⼤規模な地熱開発における
掘削許可の考え⽅の提⽰

掘削許可申請時に地熱貯留層単位での
持続的利⽤に関する全体計画を事業者に
策定させ、これを加味した上で掘削許可
を判断する考え⽅を提⽰。
⇒全体計画に沿って事業者が地熱資源の
持続可能な利⽤を⾏うことになるため、
都道府県の内規等において離隔距離規制
や本数制限を設けないことを提⽰。これ
により、地表⾯の改変⾯積を抑えながらよ
り弾⼒的な地熱開発が可能となる。

モニタリングと「順応的管理」
の考え⽅の提⽰

調査段階から科学的根拠に基づく
調査計画等を策定するとともに、運
転開始以降も全体計画に基づきモニ
タリングを実施し、地域協議会での
意⾒交換を踏まえて運転の影響評価
や全体計画を⾒直す「順応的管理」
の考え⽅を提⽰。
⇒地域の不安解消により合意形成を促
進することで、地熱開発加速化に貢
献。

○ 「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)」とは・・・
 温泉法に基づく掘削許可等は都道府県の⾃治事務
 環境省から都道府県に対して、地熱開発の各段階における掘削等の許可⼜は不許可の判断

基準について、⼀定の考え⽅を⽰すもの（地⽅⾃治法に基づく技術的助⾔）
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IoTを活⽤した連続温泉モニタリング事業

【設置状況】（地域数：①〜⑳）
･北海道 ①弟⼦屈町：３箇所、②蘭越町：１箇所、②ニセコ町：１箇所、③函館市：１箇所
･⻘森県 ④⾵間浦村：１箇所
･岩⼿県 ⑤雫⽯町：１箇所
･秋⽥県 ⑥湯沢市：１箇所
･⼭形県 ⑦最上町：１箇所
･宮城県 ⑧⑨栗原市：２箇所、⑩⼤崎市：１箇所、⑪川崎町：１箇所、⑪蔵王町：１箇所
･栃⽊県 ⑫那須塩原市：１箇所、⑬⽇光市：１箇所
･群⾺県 ⑭⽚品村：１箇所、⑮前橋市：１箇所
･新潟県 ⑯妙⾼市：１箇所
･岐⾩県 ⑰⾼⼭市：２箇所
･⼤分県 ⑱九重町：１箇所
･熊本県 ⑲⼩国町：１箇所
･宮崎県 ⑳えびの市：１箇所

岩⼿県雫⽯町（休暇村岩⼿網張温泉）の事例 6

合計20地域25箇所

 地熱開発における地域での円滑な合意形成を⽀援するため、IoTを活⽤した温泉モニタリングシステムを全国
の様々な源泉に設置し、維持管理の⽅法等を実証。

 その結果を環境省の「温泉モニタリングマニュアル」に反映し、温泉モニタリングシステムの普及を⽬指す。



●科学的データ取得のための温泉モニタリング装置の設置調整
●地熱協議会、勉強会等への参画や情報提供・助⾔を通じた合意形成⽀援
●温泉地への訪問や⾃治体との連携による地域の温泉熱利⽤の推進に資する相談対応
●地域脱炭素創⽣室と連携し、改正温対法の促進区域設定を⽀援
●国⽴公園管理官等と連携し、国⽴・国定公園内における優良事例形成を⽀援 等

地域伴⾛⽀援の本格実施（各地⽅環境事務所に地熱専⾨官を配置）

関東地⽅環境事務所

信越⾃然環境事務所
九州地⽅環境事務所

︓地熱専⾨官による伴⾛⽀援対象範囲
全国６地⽅環境事務所
等に地熱専⾨官を配置

釧路⾃然環境事務所

北海道地⽅環境事務所地域共⽣型の
地熱開発を推進

東北地⽅環境事務所
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２．地熱開発加速化パッケージ
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第７次エネルギー基本計画における地熱の推進策について

 令和６年９⽉に「地熱発電の推進に関する研究会」を設置・開催し、地熱発電の開発促
進に向けて、必要な政策について議論。

 令和６年９⽉２６⽇、１０⽉１１⽇、１０⽉２８⽇の３回開催し、「地熱開発加速
化パッケージ」をとりまとめ。

 令和６年１１⽉１３⽇の総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会において報告
し、第７次エネルギー基本計画における地熱発電に関する具体的な施策として了承。

＜背景＞

＜検討経緯＞

・ 地熱発電は、天候に左右されず、安定的に発電可能なベースロード電源として重要。
今後、更なる地熱発電開発への期待もある。

・ 第６次エネルギー基本計画においては、2030年度の導⼊⽬標を1％としているが、現状
の実績では0.3％と⽬標と乖離がある状況。

・ 更なる開発推進が求められており、第７次エネルギー基本計画の策定に向けて、各種課
題を整理し、地熱発電の具体の推進策の検討することが必要。
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第7次エネルギー基本計画における電⼒需要・電源構成（⽬指すべき⽅向性）



12

地熱開発加速化パッケージ
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地熱開発加速化パッケージ①
1. 地熱開発加速化パッケージ 概要
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地熱開発加速化パッケージ②
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地熱開発加速化パッケージ③

• ⽣産井・還元井掘削
• 発電設備設置

3. 従来型地熱に関する施策
3-1 国が全⾯的に⽀援する地熱フロンティアプロジェクト

探査事業
＜噴気試験等＞

開発事業
＜発電設備の設置等＞

• 地下の構造、温度や蒸気・熱⽔の賦存を確認 • 蒸気・熱⽔量を確認

初期調査
＜地表調査／掘削調査（仮噴気試験）＞

事
業
化
判
断

約3〜5年 約1〜2年 約1〜3年

環境
アセス

約2年

先導的資源量調査

開
発
উ
ট
७
५

⼀
般
的
ऩ

地表調査／掘削調査助成

理解促進（⾃治体・地域等⽀援）／モデル地域選定等

• 新規有望地点を抽出
※過去はNEDOにより実施

有望地抽出調査
＜地表調査／⼩坑径掘削調査＞

約3〜5年

• 従来型地熱が進まない背景として、初期開発リスクの⼤きさ及び温泉法（環境省・⾃治体）や⾃然公園法（環境省）、森林法（林野庁）等の規制に基
づく許認可や、地域理解醸成・温泉事業者との合意を取得するためにかかる開発リードタイムの⻑さ、があげられる。

• 地熱フロンティアプロジェクトの下で、① JOGMECの先導的資源量調査の実施・拡⼤を通じて国が事業の初期段階の開発リスクをとり、さらに② 経
産省主導で関係省庁・⾃治体との調整を⾏うことで許認可や地域関係者との合意形成のプロセスの円滑化・迅速化を図る。また、③ それら実績を他案
件へ横展開し全国の地熱開発加速化に繋げる。

これまではここまで実施

今後、掘削・噴気試験まで拡⼤

国内探査出資 債務保証

J
O
G
M
E
C

国
新たに、経産省主導で関係省庁・⾃治体との連携（許認可・地元合意形成プロセスの円滑化・迅速化）

理解促進（勉強会／温泉事業者の代替温泉井掘削等）

事業者主体の開発坑井譲渡・
事業者選定

地熱フロンティアプロジェクト
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地熱開発加速化パッケージ④

• これまで、地熱発電に関する課題は、ステークホルダーの理解醸成、掘削コストの⾼騰や⾼い掘削リスク、温泉法や⽴地条件等によっては
⾃然公園法・森林法といった規制などがあり、これまで国が⼀丸となって対応してきた。その結果の⼀例として、環境影響評価にかかる期
間が2.5年まで短縮される等の事例により、これら政策の効果が現れている。

• ⼀⽅で、事業者からは⼀部の取組について地熱開発促進に向けた問題提起がなされている状況。
• これらを継続的にフォローアップする枠組みとして、地熱発電推進に関する連絡会等を継続的に実施していく。

3. 従来型地熱に関する施策

＜フォローアップの必要性＞

3-4 フォローアップ体制の確⽴

＜環境影響評価の期間短縮の取組み事例の紹介＞
＜フォローアップ体制の確⽴＞
 会議名

地熱発電推進にかかる連絡会
 ⽬的

⾃然環境や温泉事業者への配慮を前提とした調査・開発のさらなる促進
に向けて、関係省庁と事業者、有識者を交えた地熱開発進捗に関する
フォローアップを⾏い課題解決を⽬指す

 参加者 ※ 議題等によって参加者を調整

• 政府 ︓資源エネルギー庁（事務局）、環境省、林野庁
• 地⽅⾃治体 ︓都道府県、市町村
• 関係機関 ︓JOGMEC、NEDO、産総研 他
• ⺠間企業他 ︓⽇本地熱協会、全国ボーリング技術協会 他

 開催頻度 ※ 議題等によって柔軟に頻度を決定

半年に1度程度（第1回は2024年内に開催）
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地熱開発加速化パッケージ⑤



３．次世代型地熱実現に向けたロードマップ
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次世代型地熱実現に向けたロードマップ
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次世代型地熱実現に向けたロードマップ
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次世代型地熱実現に向けたロードマップ
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次世代型地熱実現に向けたロードマップ



23

次世代型地熱実現に向けたロードマップ
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次世代型地熱実現に向けたロードマップ
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次世代型地熱実現に向けたロードマップ
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次世代型地熱実現に向けたロードマップ



４．温泉熱の有効活⽤
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温泉地活性化に向けた「新・湯治」の取組

 環境省では、平成29（2017）年に、現代のライフスタイルにあった温泉地の過ごし⽅として、温泉⼊浴に加えて、周辺の
⾃然、歴史・⽂化、⾷などを活かした多様なプログラムを楽しみ、地域とふれあい、⼼⾝ともに元気になる「新・湯治」を提案。

 「新・湯治」の推進に向け、官⺠連携による「チーム 新・湯治」を組織し、「新・湯治」の健康効果の調査、インバウンドへの対応、
温泉熱の有効活⽤等の取組を実施。

○ 温泉地を中⼼とした⾃治体、団体、企業、個⼈等によるネット
ワークづくり。令和７（2025）年12⽉現在470の団体等が
参加。定期的に全国⼤会、セミナー等を実施。

「チーム 新・湯治」の活動

○ 訪⽇外国⼈旅⾏者が安⼼・安全に温泉利⽤ができるよう多⾔語
パンフレット等を作成。

インバウンドへの対応

○ 温泉地滞在の療養効果を把握するため、平成30（2018）〜
令和５（2023）年度に、約２万件のアンケート調査を実施。

○ その結果、⽇帰りや1泊2⽇でも、年間を通して⾼頻度で温泉を
訪れることで、⼼⾝への良い影響が明らかに。

「新・湯治」効果測定調査プロジェクト

○ 温泉熱の有効活⽤を推進するため、補助⾦による設備導⼊⽀
援、セミナーの開催、ガイドラインの作成等を実施。

温泉熱の有効活⽤

ぐっすりとした良い睡眠が取れるようになったより健康を感じるようになった

化⽯燃料の使⽤量削減
によりCO 2排出量を削減
化⽯燃料の使⽤量削減
によりCO 2排出量を削減

現地⾒学ツアーや、
視察などによる集客効果
現地⾒学ツアーや、

視察などによる集客効果

源泉の共有利⽤による
過剰揚湯の防⽌

源泉の共有利⽤による
過剰揚湯の防⽌

温泉熱利⽤の集客効果
による売り上げアップ

温泉熱利⽤の集客効果
による売り上げアップ

エネルギー消費量削減に
より⽔道代（加⽔）や
化⽯燃料費を低減

エネルギー消費量削減に
より⽔道代（加⽔）や
化⽯燃料費を低減

再⽣可能エネルギーや
資源などに関する環境

教育への活⽤

再⽣可能エネルギーや
資源などに関する環境

教育への活⽤

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

雇⽤創出や、
地域ブランド化による

にぎわい創出
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

雇⽤創出や、
地域ブランド化による

にぎわい創出
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温泉熱の有効活⽤の促進策

29

温泉熱の有効活⽤促進セミナー温泉熱の有効活⽤促進セミナー

・温泉熱有効活⽤に関するガイドライン ・パンフレット（概要版）
・温泉熱利⽤事例集 ・温泉熱利⽤検討ツール 等

温泉熱の有効活⽤のための各種ツール温泉熱の有効活⽤のための各種ツール

温泉熱利⽤に関⼼のある⾃治体・事業者等を対象としたセミナーを開催、作成
したツール等の活⽤や各種情報提供により温泉熱利⽤の普及を促進

温泉熱有効活⽤に向けたコンシェルジュ事業温泉熱有効活⽤に向けたコンシェルジュ事業

補助⾦補助⾦

温泉熱利⽤の導⼊を検討する団体を対象に、それぞれの検討段階に応じた情報
の提供や技術的な助⾔など、段階にあった⽀援を実施

検討開始

導⼊未利⽤の温泉熱や余剰分の廃湯熱利⽤等による脱炭素につながる取組を応援す
ることを⽬的とした、熱交換器やバイナリー発電機導⼊等に活⽤可能な補助⾦



温泉熱の有効活⽤に関するガイドライン等の作成

30

環境省では、有効活⽤を促進するための
各種ツールを作成
 温泉熱有効活⽤に関するガイドライン
 パンフレット（概要版）
 温泉熱利⽤事例集
 温泉熱利⽤検討ツール

化⽯燃料の使⽤量削減
によりCO 2排出量を削減
化⽯燃料の使⽤量削減
によりCO 2排出量を削減

現地⾒学ツアーや、
視察などによる集客効果
現地⾒学ツアーや、

視察などによる集客効果

源泉の共有利⽤による
過剰揚湯の防⽌

源泉の共有利⽤による
過剰揚湯の防⽌

温泉熱利⽤の集客効果
による売り上げアップ

温泉熱利⽤の集客効果
による売り上げアップ

エネルギー消費量削減に
より⽔道代（加⽔）や
化⽯燃料費を低減

エネルギー消費量削減に
より⽔道代（加⽔）や
化⽯燃料費を低減

再⽣可能エネルギーや
資源などに関する環境

教育への活⽤

再⽣可能エネルギーや
資源などに関する環境

教育への活⽤

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

雇⽤創出や、
地域ブランド化による

にぎわい創出
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

雇⽤創出や、
地域ブランド化による

にぎわい創出



令和８（2026）年３月にセミナーを開催
そこで下記のような次年度の支援策（補助金等）についても
ご紹介し、以下のHPにも掲載。
https://www.env.go.jp/nature/onsen/zip/tgt_8.zip

令和８（2026）年度政府予算（案）
（⼀部令和７（2025）年度補正予算
を含む）のうち温泉地で活⽤できる補
助⾦を幅広くピックアップ．

温泉熱の有効活⽤に活⽤可能な補助事業
についてとりまとめたもの．

＜主な⽀援内容＞
・温泉熱の有効活⽤のための計画策定
・温泉熱の有効活⽤のための設備導⼊⽀援（設備改修含む）

＜主な⽀援内容＞※上記に加え、エネ特、旅客税関係を掲載．
・既存建築物における省CO2改修
・国⽴公園等の⾃然を活⽤した滞在型観光コンテンツ創出
・観光地・観光産業再⽣のための⼈材育成・確保 等

温泉熱の有効活⽤セミナーの開催

＜令和５年度開催の概要＞ 概 要概 要
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温泉熱有効活⽤に向けたコンシェルジュ事業の実施

詳細募集概要
地域固有の熱源として⾼いポテンシャルを持つ温泉熱の熱利⽤につ
いての理解や検討の進め⽅を浸透させ、温泉熱の有効活⽤の全国的
な普及展開を推進する

⽬的

⽀援希望団体における現状の検討内容・課題等に応じた⽀援を実施
する。具体的には、専⾨家派遣、勉強会/ワークショップ開催⽀援
等

実施概要

地域や他施設への展開・波及を⾒据え、温泉熱利⽤導⼊を検討して
いる団体対象者

令和８（2026）年４⽉28⽇（⽕）から12⽉21⽇（⽉）受付期間

⽀援⽅針についての打合せ ⽀援実施① ⽀援実施②

・応募に⾄った経緯、検討状況の確認
・課題や要望、⽬的の整理
・希望⽀援内容の確認と提案
・開催⽅法、規模の調整

・各団体の課題や要望に応じて、専⾨
家派遣、⼜は勉強会やワークショップ
の開催⽀援を実施

・２回⽬の⽀援が必要な団体に対して
、専⾨家派遣や勉強会、ワークショッ
プ開催⽀援を実施

■コンシェルジュ事業の流れ

■コンシェルジュ事業の募集概要

公募案内チラシ

■令和７（2025）年度までのコンシェルジュ事業による⽀援団体
北海道登別市、北海道知内町、⼭形県遊佐町、⼭形県最上町、福島県三島町、栃⽊県⽇光市、(⼀社)那須塩原市観光局、⻄多
摩衛⽣組合、⽯川県、⽯川県野々市市、奈良県⼗津川村、兵庫県新温泉町、スズカ電⼯(株)、⼩国⼭川温泉組合、熊本県阿蘇市 32



温泉熱の有効活⽤に関する補助⾦等

33



⺠間企業等による再エネの導⼊及び地域共⽣加速化事業のうち、
④ 再エネ等熱利⽤設備導⼊事業（令和８（2026）年度公募要領より温泉熱利⽤設備、発電設備部分を抜粋）

34

 補助対象
• 「再⽣可能エネルギー熱利⽤設備」、「⼯場廃熱等利⽤設備」、「温泉供給
設備更新時の省エネ設備等」、⼜は「⾃家消費型再⽣可能エネルギー発電設
備（太陽光発電設備を除く）」の導⼊について、⼀定のコスト要件を満たす
場合に、その設備等導⼊に対して⽀援を⾏う。

 応募できる者
• ⺠間企業・個⼈事業主・地⽅公共団体等

 交付額
＜熱利⽤設備（温泉熱有効活⽤ための設備改修含む）＞

設備導⼊事業 １/２（上限は各年度１億円）
＜発電設備＞

設備導⼊事業 １/３（上限は1億円（2か年実施の場合も上限１億円） ）
 事業期間

• ２年度以内（交付申請等は年度ごと）
 対象設備

• 温泉熱利⽤設備（温泉付随ガス含む）
→熱交換器、ヒートポンプ、ヒートパイプ、ポンプ、熱導管、蓄熱システム等

• 温泉供給設備更新時の省エネ設備等の部品・部材
→＜交換＞ポンプ、ケーシング管、制御盤、貯湯槽、配湯管等

＜追加＞断熱ジャケット、インバーター、ケーシング管、温泉モニタリング装置等

• 「⾃家消費型」の地熱（温泉熱）発電設備（温泉熱付随可燃性天然ガスコー
ジェネレーション発電含む）及び付随設備

補助事業概要 主なコスト要件等

熱利⽤設備（温泉熱の有効活⽤のための設備改修含む）
●CO2削減コスト（円／tCO2）の要件
・以下の基準を下回るものであること。

CO2削減コスト〔千円／tCO2〕熱源種

240温泉熱（温泉付随ガス含む）

57温泉供給設備更新時の省エネ設備等

●「⾃家消費型」の要件
・当該再⽣可能エネルギー発電設備の設置場所を含む需要場所において、

発電電⼒量の30％以上を⾃家消費すること。
⼜は、発電電⼒量の30％以上について電気事業法に基づく特定供給を
⾏うこと。

●本補助⾦を受けることによる導⼊費⽤（資本費）の要
件
・以下の基準を下回るものであること。

発電設備

資本費基準〔千円／kW〕電源種

1,67015,000kW 未満
地熱（温泉熱）

補助対象外15,000kW 以上

※温泉付随可燃性天然ガスコージェネレーション設備は資本費の基準を設けない。



⺠間企業等による再エネの導⼊及び地域共⽣加速化事業のうち、
⑤ 地域脱炭素化先⾏モデル事業（令和８（2026）年度公募要領より温泉熱利⽤設備、発電設備部分を抜粋）
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 補助対象
• 熱利⽤設備⼜は再⽣可能エネルギー発電設備（以下「熱利⽤設備等」とい

う）を活⽤し、地域における先進的なCO2削減モデルを構築する「計画策定
事業」及び「設備導⼊事業」。

 応募できる者
• ⺠間企業、個⼈事業主・地⽅公共団体等

 交付額（補助率）
＜計画策定事業＞

３/４（上限は1,000万円）
＜設備導⼊事業（熱分野モデル）＞

2/３（上限は各年度３億円 ）
 事業期間

＜計画策定事業＞
単年度（原則として計画策定後3年以内に設備導⼊を完了すること）

＜設備導⼊事業（熱分野モデル）＞
3か年以内

 対象設備
• 再⽣可能エネルギー熱利⽤設備（温度差エネルギー熱利⽤設備、未利⽤熱利⽤設備

等）

• 再⽣可能エネルギー発電設備（地熱発電設備等）

• 導⼊設備からの⾃営線、熱導管等（地中化のための設備含む）

• 受変電設備（導⼊する設備に必要な設備に限る） 等

計画策定事業

●熱利⽤設備等の導⼊に関する基本計画、発電電⼒量算定、熱需要調査、
事業性・資⾦調達の検討等を通じた具体的な事業化計画の策定を⾏う事
業であること。

●「設備導⼊事業」に掲げる要件を満たす設備の導⼊に係る計画の策定
を⾏う事業であること。

⽤件区分

90%以上施設全体の電⼒由来CO2以外の
CO2排出の削減率

50％以上施設全体のCO2削減率

50％以上施設全体のCO2削減量に占める
熱利⽤設備等によるCO2削減率

●利⽤形態が⾃営線や熱導管等を活⽤し、効率的に共有する⾯的利⽤（複
数施設での利⽤）に限ること。同⼀事業者かつ同⼀敷地でも可。

●熱利⽤設備等の導⼊によるCO2削減率が以下のすべての要件を満たすこと。

設備導⼊事業（熱分野モデル）

※「電⼒由来CO2」とは使⽤する電⼒からのCO2排出量をいい、「電⼒由来CO2以外のCO2排出
量」とは施設全体で排出するCO2のうち「電⼒由来CO2」を除くCO2排出量（主にエネルギー起
源の燃料（化⽯燃料）を熱に変換して使⽤する機器・設備より発⽣するCO2）のことをいう。

補助事業概要 主なコスト要件等



【参考】温泉熱の有効活⽤事例（事例集）



温泉熱の有効活⽤事例（導⼊事例）
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温泉熱の有効活⽤事例（熱交換器）
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温泉熱の有効活⽤事例（温泉発電）

39



温泉熱の有効活⽤事例（ガスコージェネレーション（発電＋熱利⽤））
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温泉熱の有効活⽤事例（環境省補助⾦活⽤事例）
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ご清聴ありがとうございました

●温泉地保護利⽤推進室の連絡先
温泉地保護利⽤推進室
T E L︓03-3581-3351（代表）
MAIL︓ONSEN@env.go.jp

●⺠間企業等による再エネの導⼊及び地域共⽣加速化事業

⼀般社団法⼈ 環境技術普及促進協会
電 話 番 号 06-6353-2303、2304
ホームページ http://www.eta.or.jp/

●「新・湯治」ホームページ

https://www.env.go.jp/nature/onsen/spa/index.html

42


